
公共交通利用促進啓発事業委託業務（啓発プロモーション）

公募型プロポーザルの審査結果について

参加申込書の提出があった１者は資格要件を満たしていたため、審査委員会に

よる審査（プレゼンテーション及び質疑応答）を実施した。

◇日時：令和３年３月２３日（火）９時３０から１０時３０分

◇場所：高知県立県民文化ホール 第 10 多目的室 （高知市本町４丁目３ -30）

１ 審査結果

２ 審査基準と配点

総合点は５００点（審査委員一人当たり１００点×５名）とし、審査基準

と審査項目ごとの審査委員一人当たりの配点は以下のとおり。

審査の項目 審査の視点 配点

１業務に対する考え方

・公共交通の現状を認識した上での内容になってい

るか

・公共交通に対する県民の理解が向上する内容にな

っているか

・委託者の意向を十分に受け止めて、業務の目的を

実現しようとする姿勢が見られるか

・募集要項等で指示する事項を踏まえた内容であ

り、実施可能な計画となっているか

20 点

２ テ レ ビ Ｃ Ｍ の 制

作・放送、新聞広

告の掲載

・独創性があり、内容やアイデアが優れているか

・見る人に趣旨が伝わり、かつ目を引く内容になっ

ているか

・公共交通の必要性や利点、新型コロナウイルス感

染症に対する安全性が伝わる内容になっている

か

30 点

３効果を高めるため

の取り組み

・テレビＣＭと新聞広告が連動し、相乗効果が期

待でき、実際に公共交通の利用者の増加につな

がることが見込めるか

10 点

４効果の測定

・本業務の効果を正しく測定できる仕組みになっ

ているか

・公共交通の利用者の増加を目指して、今後行う

べき施策がイメージできる内容になっている

か

10 点

参加者名 総合得点

候補者 株式会社ユーエスケー ２９０点



５ 行 動 変 容 に つ な が

る期待度

・マイカーやバイクしか利用しない県民が、「たま

には公共交通を利用してみよう」と思うような、

効果的な内容になっているか

20 点

６経費見積
・見積金額は安価か

・効果的な事業執行が見込まれる経費配分か
10 点


